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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本航空株式会社所属ダグラス式ＤＣ‐８‐６２型ＪＡ８０３５は，同社の定期７８２便と 

して昭和５２年７月６日大阪国際空港から東京国際空港に向け飛行中，２１時２０分ごろター 

ビランスに遭遇し，旅客３名及び客室乗務員４名が負傷し航空機内の一部が破損した。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年７月７日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５２年１０月２５日　意見聴取

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８０３５は旅客６０名乗組員９名がとう乗し，２０時４４分大阪国際空港を離陸した。



機長は上昇中気象レーダーにより前方にエコーを認めると共に，雷光と積乱雲を視認したので， 

ベルトサインを点灯したままで客室乗務員に対し，旅客に対するサービスをやめて着席してい 

るように指示していた。

同機は，２１，０００フィートで雲上飛行となり，河和ＶＯＲに向ったが，飛行計画経路にレー 

ダーエコーを認めたので，河和ＶＯＲの西約２０海里付近で飛行経路を南の方に変えて，レーダー 

エコーから約２０海里離れて飛行することを東京コントロールに要求して承認された。

同機は２１時００分河和ＶＯＲの南１０海里で位置通報した後，レーダーエコーから約２０海 

里離れ，ほぼ磁方位１４０°で飛行した。

同機は焼津南方付近をすぎたころ，北側のレーダーエコーがなくなってきたので，東京コン 

トロールに対し左旋回を要求して承認され，左旋回を始めた。

当時の位置は，大島ＶＯＲから磁方位２１７°，ＤＭＥの指示は８３海里であった。

同機は左旋回を終え，磁方位９０°になった２１時２０分ごろ，大島の南々西７０海里付近で， 

突然雲頂約２２，０００フィートの雲に入った途端に激しいタービランスに遭遇し，旅客２名が 

重傷，１名が軽傷，客室乗務員４名が重傷を負った。

同機は２１時４９分東京国際空港に着陸した。

２．２　人の死亡行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　―

重傷　４　２　―

軽傷　０　１　―

なし　５　５７

重傷：旅客　２名　頸推捻挫

〃：客室乗務員２名　頭部打撲，右肩打撲

〃：　〃　２名　頭部挫傷，腰部捻挫

軽傷：旅客　１名　腰部捻挫



２．３　航空機の損壊の程度

小破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗務員に関する情報

機長　昭和１５年１１月１６日生

技能証明　定期運送用操縦士　第１１８７号

昭和４４年１２月１６日取得

ＤＣ‐８機長昭和４７年８月１２月

第１種航空身体検査証明書　第１１２８００４

有効期間　昭和５２年５月２５日から昭和５２年１１月２４日まで

総飛行時間　５，５７４時間

同型式機飛行時間　２，４５８時間

最近３０日間飛行時間　３４時間２０分

２．６　航空機に関する情報

型式　ダグラス式ＤＣ‐８‐６２型

製造年月日　昭和４３年１０月８日

製造番号　４６０２３

耐空証明書番号　４３‐０２０昭和４３年１１月１１日

総飛行時間　３０，０８５時間１１分

オーバーホール後の飛行時間　１１，３１７時間４６分

前回点検後の飛行時間　７０時間４６分

２．７　気象に関する情報

２．７．１　東京航空地方気象台の天気概況等は次のとおりであった。

(1)　天気概況

オホーツク海に中心をもつ高気圧が南西に張り出して北日本をおおい，その一部は西日 

本にあってほとんど停滞していた。



本州中部には１，００６ミリバールの地形性低気圧があって１５ノットの速さで南東進し 

ていた。

本州は全般に寒気の入りやすい不安定な場で，特に東海地方から九州にかけて所々雷雨 

が発生し，２１時の富士山レーダーでも遠州沖合には雲頂９～１２キロメートルの強いエ 

コーが見られた。

(2)　実況気象観測値

１９時５６分：風向風速１９０度９ノット，視程１０キロメートル以上，雲量４／８積雲，

雲高１，８００フィート，雲量８／８層積雲，雲高２，８００フイート，気温 

２４℃，露点温度２０℃，ＱＮＨ２９．６８。

２１時５６分：風向風速１３０度９ノット，視程１０キロメートル以上，雲量６／８積雲，

雲高２，０００フイート，雲量８／８積雲，雲高３，１００フイート，気温２３℃

露点温度２０℃，ＱＮＨ２９．６９。

備考激しいタービランスが大島の南１４０キロメートル高度２１，０００フ

イートにあり。

(3)　飛行場予報気象通報値

１４時００分：１５時００分から翌日の１５時００分まで，風向風速１２０度１０ノット，

視程１０キロメートル以上，雲量２／８積雲，雲高３，０００フイート，雲量 

８／８層積雲，雲高２６，０００フイート，２０時００分から２３時００分に 

かけて変化あり，風向風速０４０度６ノット，視程５，０００メートル，もや， 

雲量５／８層雲，雲高８００フイート，雲量５／８層雲，雲高１，６００フ 

イート。

(4)　空域悪天候情報

１８時３０分ＡＲＭＡＤ　１８３０／２２３０雷電予報：仙台から東京，大島，名古屋及

び山梨県，群馬県にかけて雷電が予想され，東に１０ノットで移動する見込。

２０時２５分ＳＩＧＭＥＴ　２０２５／００２５雷電予報，３４°Ｎ１３８°Ｅ，３４°Ｎ１４０°Ｅ，

３７°Ｎ１４１°Ｅ，３７°Ｎ１３９°Ｅ内に雷電が予想され，南東に１０ノットで移動する見

込。

２．７．２　大阪航空測候所の実況気象観測値及び飛行場予報気象通報値は次のとおりであった。

(1)　実況気象観測値

１９時５６分：風向風速３５０度８ノット，視程１０キロメートル以上，雲量１／８積雲，



雲高３，０００フイート，雲量５／８巻雲，雲高不明，気温２０℃，露点温度

２０℃，ＱＮＨ２９．７０。

備考　塔状積雲が南方にあり。

(2)　飛行場予報気象通報値

１８時００分：１８時００分から２４時００分まで風向風速３５０度１０ノット視程１０キ

ロメートル以上，雲量２／８積雲，雲高３，０００フイート，雲量４／８巻雲， 

雲高３０，０００フイート。

２．８　航空機又はその部品の損壊に関する情報

最後部座席横の通路の天井パネル（約１５０センチメートル×７０センチメートル）及び最 

後部座席の天井パネル（約３０センチメートル四方）が破損した。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８０３５は，サンドストランド社製Ｐ／Ｎ　１０１０３５‐１飛行記録装置及びコリンズ社 

製Ｐ／Ｎ６４２Ｃ‐１音声記録装置を胴体後部に設置してあり，何れも損傷をうけなかった。

音声記録装置の続取を行ったところ，時間が経過して当時の記録はなかった。

飛行記録装置の渡取りを行った結果，垂直加速度の指示は約２秒間に＋２．２７Ｇから－１．３６Ｇ 

を示していた。（付図参照）

３　事実を認定した理由

３．１　解析

機長ら乗組員は２０時００分ごろ集合し，２０時００分の大阪及び東京の実況及び予報の観 

測値を受取り，展示してある空域悪天候情報及び高層天気図等を点検した。

その際，東京から飛行してきた客室乗務員から経路上ではゆれるという情報を得た。

機長は上昇中に雷雲と雷光を認めたので，承認をうけて指定された巡航高度１９，０００フイー 

トを２１，０００フイートに変更し，雲上飛行で雷雲を避けるよう飛行していたが，レーダーエ 

コーがなくなったものと認めて施回したところ，突然雲中飛行となり予期しないタービランス 

に遭遇したものと推定される。

当該機の６分後に離陸して東京に向った同型機は，巡航高度１７，０００フイートで雷雲を避



けて飛行し，浜松付近では計画経路から約４０海里南に離れて飛行していたが，激しいタービ 

ランスに遭遇せず，当該機の約３分前に着陸していることから，当該タービランスは局部的な 

ものであったと推定される。

飛行記録装置の記録によると，同機は２１時２０分ごろ高度２１，０００フイート対気速度 

２７０ノットで磁方位９０°に向いた後にタービランスに遭遇し，垂直加速度は約２秒間に 

＋２．２７Ｇから－１．３６Ｇに変化し、高度は約２００フイート低下したが，対気速度の変化は 

なく，その前後に大きな垂直加速度の変化もなかったことから，当該タービランスは突発的な 

ものであったと認められる。（付図参照）

旅客３名は何れもベルトはしていたが，堅くしめていなかったため負傷したものと推定され 

る。

負傷した客室乗務員４名のうち１名（パーサー）は，前方座席から旅客のベルト点検を終え， 

最後部座席にきた時に，最後部座席にいた１名はパーサーに席を譲る時に，１名は前方座席の 

旅客からの呼出しで歩行中に，他の１名はラウンジで着席中にタービランスに遭遇しており， 

何れもベルトをしめていなかったため負傷したものと認められる。

４　結論

(1)　機長は適法な資格を有し，かつ有効な航空身体検査証明書を有していた。

(2)　ＪＡ８０３５は有効な耐空証明を有し，かつ整備されていた。

(3)　機長は雷雲を予想して，離陸後からシートベルトサインは点灯したままであった。

(4)　機長は雷雲を避けて飛行していたが，大島ＶＯＲの南南西８３海里付近でレーダーエコーが 

なくなったものと認めて，飛行計画経路に向って旋回を始めた。

(5)　同機は旋回を終えたころ突然雲中飛行となり，機長の予期しない激しいタービランスに遭 

遇したものと推定される。

(6)　旅客のシートベルト着用のチエックは，事故発生直前に客室乗務員によって実施されてい 

た。

原因

本事故は，機長が雷雲をさけて飛行していたが，突発的に激しいタービランスに遭遇したこ 

とによるものと認められる。



付図




